
◆

２０２５年　４月 ２０２５年　５月 ２０２５年　６月

13日 10:00～16:20 4日 10:00～16:20  8日 10:00～16:20

27日 10:00～16:20 25日 10:00～16:20 22日 10:00～16:20

２０２５年　７月 ２０２５年　８月 ２０２５年　９月

13日 10:00～16:20 10日 10:00～16:20 14日 10:00～16:20

27日 10:00～16:20 24日 10:00～16:20 21日 10:00～16:20

２０２５年　１１月 ２０２５年　１２月

12日 (日) 10:00～16:20  2日 (日) 10:00～16:20 14日 10:00～16:20

26日 (日) 10:00～16:20 23日 (日) 10:00～16:20 28日 10:00～16:20

11日 (日) 10:00～16:20  8日 (日) 10:00～16:20  8日 10:00～16:20

25日 (日) 10:00～16:20 22日 (日) 10:00～16:20 22日 10:00～16:20

のいずれかの相談枠からお選びください。
◆ 会　場　　茨城県立図書館　３階　会議室３
● 申込先 ● 問合せ先

茨城県中小企業診断士会 

創業研究会  担当　大和田　正

(日)

(日)

◆各日、10:00～11:00、11:05～12:05、13:10～14:10、14:15～15:15、15:20～16:20

茨城県立図書館　／　一般社団法人茨城県中小企業診断士協会

TEL：０９０－９３４５－７３７８

〒３１０－００１１ 茨城県水戸市三の丸１－５－３８

茨城県立図書館 普及課 経営・創業無料相談会担当 宛

TEL：０２９－２２８－３６２２ FAX：０２９－２２８－３５８３

E-mail：fukyu1@lib.ibk.ed.jp E-mail：qq4y4vky9@clock.ocn.ne.jp

２０２５年　1０月

(日)

(日)

２０２６年　１月　 ２０２６年　　２月　 ２０２６年　　３月　

(日) (日) （日）

(日) (日) (日)

(日) (日) (日)

開 催 日 時

(日) (日) (日)

会社設立、事業計画・経営戦略の策定、売上アップ、コスト削減など

様々な経営課題に対し、経営全般の専門家である がアドバ

イスします。

創業・起業をお考えの方、ビジネス上での課題をお持ちの方、経営にお

悩みの中小企業の経営者の方、お気軽にお申し込みください。

【申込方法】
チラシ裏面申込票か、図書館ホームページから入手した申込票に必要事項を記

入のうえ、ＦＡＸ、郵送、Ｅ-ｍａｉｌのいずれかの方法で、県立図書館までお申

し込みください。尚、キャンセルする場合は、必ず連絡をお願いいたします。
E-mail：fukyu1@lib.ibk.ed.jp



※お一人（組）につき、１日１時間枠で相談をお受けします。

飲食業（喫茶店）を始めたいが、開業資金に難があり、融資について相談したい。
調理器具を開発・販売しているが、多少特殊なものであり、販売が伸び悩んでいる。
どのように販路を開拓すればいいのか。

こちらに相談内容をご記入下さい

　　 月　　　日　　　曜日

　　 月　　　日　　　曜日

経営・創業無料相談会　申込票

下表に必要事項を記入し、県立図書館宛てご提出ください。

連絡先

TEL

FAX

E-MAIL

自宅 携帯

氏名
(ふりがな)

住所

歳
歳代

相談希望日時 　希望の相談日を本紙最下部の日程から希望日を選んで下欄に記入し、更にその中での
希望時間枠に○を記入してください。なお、時間調整をする場合がありますので、なる
べく複数の日・時間をお選びください。相談日が確定しましたら、上記の連絡先へご連
絡いたします。尚、キャンセルする場合は、必ず連絡をお願いいたします。

創業、資金繰り、売り上げアップ、販路開拓、経営改善、人材育成・採用、新製品開
発、新分野進出、IT化、経営革新、技術開発、事業継承(後継者問題)、管理制度強化
など

主な相談

相談内容

10:00～11:00 11:05～12:05 13:10～14:10 14:15～15:15
　　 月　　　日　　　曜日

年齢）（

15:20～16:20 何時でも可

（個人情報等の取扱いについて）個人情報等ご記載頂いた全情報は、厳重に管理し、かつ、秘密を厳守し、
本相談会業務以外の目的には一切使用いたしません。なお、本申込票は本相談会実施のため、（社）茨城
県中小企業診断士協会に提供する事をご了承のうえでお申し込み願います。

　　　ご相談内容を具体的にご記入ください。

記 入 例
例２
例１

２０２５年　４月 ２０２５年　５月 ２０２５年　６月

　１３日　（日）　１０：００～１６：２０

　２７日　（日）　１０：００～１６：２０

　　４日　（日）　１０：００～１６：２０

　２５日　（日）　１０：００～１６：２０

　　８日　（日）　１０：００～１６：２０

　２２日　（日）　１０：００～１６：２０

２０２５年　７月

　１３日　（日）　１０：００～１６：２０

　２７日　（日）　１０：００～１６：２０

２０２５年　８月

　１０日　（日）　１０：００～１６：２０

　２４日　（日）　１０：００～１６：２０

２０２５年　９月

　１４日　（日）　１０：００～１６：２０

　２１日　（日）　１０：００～１６：２０

２０２５年　１２月

　１４日　（日）　１０：００～１６：２０

　２８日　（日）　１０：００～１６：２０

２０２６年　１月

　１１日　（日）　１０：００～１６：２０

２０２５年　１０月

　１２日　（日）　１０：００～１６：２０

　２６日　（日）　１０：００～１６：２０

２０２５年　１１月

　　２日　（日）　１０：００～１６：２０

　２３日　（日）　１０：００～１６：２０

　２５日　（日）　１０：００～１６：２０

２０２６年　２月

　　８日　（日）　１０：００～１６：２０

　２２日　（日）　１０：００～１６：２０

２０２６年　３月

　　８日　（日）　１０：００～１６：２０

　２２日　（日）　１０：００～１６：２０


